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議案番号１０３

北部大阪都市計画地区計画

（南千里丘周辺地区）

の変更

１



地区計画の概要（都市計画法第十二条の四および五）

（第十二条の五）
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞ
れの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全す
るための計画とし、次の各号のいずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。
一 用途地域が定められている土地の区域
（以下省略）
２ 地区計画については、前条第二項に定めるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項
を定めるものとするとともに、第二号及び第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一 次に掲げる施設（以下「地区施設」という。）及び建築物等の整備並びに土地の利用に関す
る計画（以下「地区整備計画」という。）
（以下省略）

（第十二条の四）
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
一 地区計画
（以下省略）

２



議案番号１０３ 北部大阪都市計画地区計画（南千里丘周辺地区）の変更

（議案書P1）

３



南千里丘周辺地区地区計画

（議案書P2）位置図

４



（議案書P３、４）

変更なし

５



（議案書P５、６）

変更なし

６



（議案書P７、８）

変更なし

７



（議案書P9）

８



（議案書P10）

９



（現在） （変更後）

１０



都市計画原案及び案の縦覧

都市計画原案（法第16条）縦覧に関する事項

縦覧期間：１0月9日（木）～１0月22日（水）
意見書提出期間：10月9日（木）～10月29日（水）
縦覧者：0名 意見書：0通

縦覧場所
摂津市 建設部 都市計画課（摂津市役所本館５階）

都市計画の種類
北部大阪都市計画地区計画（南千里丘周辺地区）の変更
（摂津市決定）

都市計画案（法第17条）縦覧に関する事項

縦覧期間：１２月11日（木）～１２月25日（木）
意見書提出期間： １２月11日（木）～１２月25日（木）
縦覧者：0名 意見書：0通

１１

～「摂津市地区計画等の案の作成手続に関する条例」における縦覧に関する事項～


